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2025年 12月 25日 

 

預金金利および変動金利貸出の基準金利改定について 

 

島根中央信用金庫（理事長 福間均）は、普通預金金利および変動金利貸出の基準金

利の引き上げを下記の通り実施することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．普通預金金利   （適用開始日：2026年 2月 2日（月）） 

変更前 変更後 改定幅 

０．２００％ ０．３００％ ＋０．１００％ 
※表示利率は税引き前の年利率です。 

 

 

２．定期預金金利 

 定期預金金利についても、引き上げを予定しております。対象となる商品や改定後の

金利および適用開始日などにつきましては、改めて当金庫のホームページにてお知ら

せいたします。 

 

 

３．変動金利貸出の基準金利 （適用開始日：2026年 2月 2日（月）） 

改定幅 ＋０．２５０％ 

 

 

４．変動金利貸出の各基準金利と改定幅     （適用開始日：2026年 2月 2日（月）） 

基準金利名 変更前 変更後 改定幅 

新コスト連動Ⅰ ３．５００％ ３．７５０％ 
+                         

＋０．２５０％ 
新コスト連動Ⅱ ３．９００％ ４．１５０％ 

新長プラ連動 ３．９００％ ４．１５０％ 

地銀新長プラ連動 ２．５００％ ２．７５０％ 

 

以上 
 

 
 
 
 
 
  

※「ユースエール認定制度」とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが 

優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 

本件に関するお問い合わせ先 
島根中央信用金庫 
経営企画部 経営企画課 
℡（0853）20-1000 


